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議案第 42号 参考資料 

 

磐田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

（長期優良住宅建築等計画認定手数料等の改正） 

 

１ 概 要 

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律（長期優良住宅法）の改正の背景 

 建築行為がない既存住宅  

優良な既存住宅の認定制度創設により、流通時等の付加価値を高める   

    共同住宅等の住戸面積 

    小規模な世帯の増加等を踏まえ、実態に即した面積基準に改正する 

     

   上記改正に伴い、認定申請手数料の改正を行います 

 

 

２ 主な改正内容 

項 目 手数料条例の改正内容 長期優良住宅法等の改正内容 

  
認定対象 

の拡大 

●既存住宅の維持保全計画認定

手数料を新設（「住宅を新築 

 する場合以外」と同額） 

●建築行為がない既存住宅の認定制度を 

 創設（法第５条第６・７項の追加） 

【現行】増改築がなければ、認定できない 

  

共同住宅等

の申請区分

の変更 

●【現行】 

・「６戸以上」 最大９戸※ 

【改正】 

・「６戸以上 10 戸以下」 

・「11 戸以上」 最大 12 戸※ 

●共同住宅等の住戸面積基準の改正 

【現行】床面積 55ｍ ／戸以上 

【改正】床面積 40ｍ ／戸以上 

  
手数料 

の改正 

●認定の申請手数料の改正 

（県と同額で設定） 

●県が認定の申請手数料を見直し 

（人件費単価の減少） 

 ※市の認定対象は「延床面積 500 ㎡以下（木造の長屋等）」で、それ以外は県が認定 

 

 

３ スケジュール 

 令和３年５月 28 日 改正長期優良住宅法 公布 

 令和４年５月 12 日  例規審査委員会 

 令和４年６月議会  手数料条例の改正上程 

 令和４年 10 月 1 日 改正長期優良住宅法 施行 

           改正手数料条例   施行 


